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 行 動 計 画 書  

 

従業員が仕事と子育てを両立させることができ、従業員全員が働きやすい環境をつくることによっ

て、全ての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する 

 

１ 計画期間  

平成２９年（２０１７年）１０月１日から平成３１年（２０１９年）９月３０日の２年 

 

２ 内  容 

 

  （１）目標 

育児・介護休業法に基づく育児休業等の両立支援制度全般の周知し、 

計画期間内に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする 

男性・・・期間内に育児休業１人以上の取得 

女性・・・出産した者の育児休業取得率を８０％以上にする 

   【対策】 

①平成２９年１０月～ 育児休業法改正内容の周知徹底 

就業規則改定を周知するため、管理職対象の研修を実施 

②平成３０年度  ～ 育児休業中の希望者を対象とする職場復帰のための講習会を年１回実施 

   

 

  （２）目標 

子育てを行う男性職員者の職場と家庭生活との両立を支援するため学校行事等の参加を推進する 

   【対策】 

    ①平成２９年１０月～ 研修等を通して男性の育児休業に関する知識を定着させる 

②平成３０年度    小学生以下の子供がいる男性職員へ向けた学校行事参加促進を実施する 

     

 

  （３）目標 

子どもの介護のための休暇や時間単位での取得等の子育て支援を行う 

【対策】 

    ①平成２９年１０月～ 始業時間の変更や勤務時間の調整等を実施し、 

従業員が子どもの介護に集中しやすい環境をつくる 

 

 

  （４）目標 

     職員の子どもが、保護者の職場を実際に見ることができる「子ども参観日」の実施 

   【対策】 

    ①平成２９年１０月～ 職場・施設での親子交流を目的とした参観日を年１回実施 

    

 

 以 上 


